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102　高齢者の人権に関する新たな法的拘束力のある文書に関する
概念的枠組み、基本原則および想定される適用範囲

高齢者の権利のためのグローバル連合（GAROP）による討議資料
2026年1月30日 

要約
本報告書は、高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書を策定するための国連人権理事会無期限政府間作業部会の組織会合（2026年2月18～20日）に向けた背景資料として、高齢者の権利のためのグローバル連合（GAROP）によって作成された。
本報告書の目的は、政府間作業部会が新たな法的文書の策定にどのように取り組むべきかについて、加盟国、市民社会組織、およびその他の利害関係者による実質的な議論を喚起することにある。本報告書は、条約の適切な概念的枠組み、その基礎となる原則、および条約締約国の一般的な義務を含め、条約の主要な特徴に関する提言を述べている。 
本報告書は、網羅的または最終的な声明となることを意図したものではなく、条約の条文ごとの詳細な提案を提供するものでもない。また、条約に盛り込むべき権利や課題のリスト、あるいは適切な国際的・国内的な監視・実施手続きの詳細を述べるものではないが、それらに関して考慮すべき一般的な考察をいくつか提示している。
また、本報告書では、高齢者およびその代表組織、ならびにその他の利害関係者が起草プロセスに参加する方法という重要な問題についても検討していない。GAROPは、他の文書でこれらの問題を取り上げているからである。 
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[bookmark: AINTRODUCTION]A.	はじめに
1.	国連人権理事会が決議58/13において、「高齢者の人権に関する法的拘束力のある国際的な文書の草案を策定し、理事会に提出する」ことを任務とする政府間作業部会を設置することを決定したことは、国際人権法の下での高齢者の人権保障を推進する上で、重要な新たな段階に到達したことを表している。 
2.	  国際レベルでの取り組みの焦点は、高齢者に対する広範な人権侵害の性質、程度、原因や、国際人権枠組みの限界や欠陥、そして不十分な国際的・国内的な法的・政策的対応を記録する段階から、法的拘束力のある国際文書（「条約（treaty）」または「条約（convention）」）という形での国際的な法的措置の策定の段階へと移行している[footnoteRef:1]。   [1:  	国際法上、条約（treaty）とは、2つの国家間（「二国間」）または3つ以上の国家間（「多国間」）で締結される、法的拘束力を持つ書面による合意を指す。 条約には、「規約」や「条約(convention)」など、他の呼称が用いられる場合もある。国連の人権制度の文脈においては、2つの国際人権規約を除き、国連で採択された人権条約は通常「条約(convention)」と称される。本稿では、「国際的に法的拘束力を持つ文書」、「条約（treaty）」、「条約(convention)」という用語を同義語として用いる。] 

3.	本報告書は、高齢者の人権に関する国際的な法的拘束力のある文書を策定するための国連人権理事会無期限政府間作業部会の組織会合（2026年2月18日から20日）に向けた背景資料として、高齢者の権利のためのグローバル連合（GAROP）によって作成されたものである。本報告書の目的は、政府間作業部会が新たな文書の策定にどのように取り組むべきかについて、加盟国、市民社会組織、およびその他の利害関係者による実質的な議論を喚起することにある。 
4. 本報告書は、条約の適切な概念的枠組み、その基礎となる原則、および条約締約国の一般的な義務を含む、条約の主要な特徴に関する提言を述べている。本報告書は、網羅的または最終的な声明となることを意図したものではなく、条約の条文ごとの詳細な提案を提供するものでもない。
5. 本報告書は、高齢者の権利をより良く保護するための国際人権枠組みの改善について、過去15年間にわたり行われてきた国際的・地域的な議論、ならびに過去20年間に増加してきたこの分野における理論的、実践的、概念的な学術文献をに基づいている。 
6. 本報告書では、条約に盛り込むべき権利や課題のリスト、あるいは適切な国際的・国内的な監視および実施手続きの詳細は提示していない。しかしながら、これらに関して考慮すべきいくつかの一般的な考察を紹介している。GAROPは、政府間作業部会の作業が進展する中で、さらなる討議文書や提案を提示する予定である。
7. また本報告書では、起草プロセスにおける高齢者やその代表組織、およびその他の利害関係者の参加のあり方という重要な問題についても論じていない。GAROPは、これらの問題について他の文書で取り上げている。 
[bookmark: BGENERALAPPROACH]B.	全般的なアプローチ 
7. 人権条約の起草には、実質的な（substantive）側面と技術的な（technical）側面がある。いかなる新しい条約も、効果的であるためには、確認された問題、課題、障壁、およびそれらの根本原因に対して明確に対応がなされなければならない。 
8. 	新たな条約は、――その構造、適用範囲、および内容を支える――概念的枠組みと基本原則が明確でなければならない。これらは、条約の具体的（material）適用範囲（対象となる問題の性質、および条約に含まれる実質的な権利と義務）、人的適用範囲（条約の義務の対象となる個人または団体）、ならびに既存の国際人権基準との関係およびそれらへの貢献を決定づけるものである。したがって、個々の権利や義務の詳細な起草に着手する前に、新たな条約の概念的枠組み、基本原則、および適用範囲について明示し、作業上の合意を形成することが重要である。 
9. 高齢者の人権に関する新たな法的拘束力のある文書（条約）は、根本的な変化のビジョン、実質的な権利、国家の義務、および説明責任に関する国内および国際的な枠組みを取り入れた、包括的な文書であるべきである。 
10. 高齢者は、多様性を持ちつつ、すべての人権と基本的自由を完全かつ平等に享受する権利をもっている。この条約は、加齢(ageing)が人間の経験における自然かつ普遍的なものであるという理解を反映し、「老齢」(old age)あるいは「老いていること」(being old)は社会によって作られたものであることを確認すべきである。また、高齢者が生涯を通じて経験してきたことが、高齢期における権利の享受に大きな影響を与える可能性があることを認識し、条約は、加齢の経験を形成する交差的な諸要素に注意を払うべきである。  
11. さらに、この条約は、高齢期の経験と意味が社会的・文化的規範や社会の期待によって形作られるものであること、そして、高齢期は特定の年齢の区切りで縛られるものではないことを認めるべきである。したがって、文脈に応じた適用を可能にする高齢者または高齢期に関する記述が必要である。また、高齢であることによる、あるいはそのように見なされたことによるいかなる差別も条約による禁止対象となることを確保する規定も含まれるべきである。
12. 本条約は、高齢者を、完全な法的人格（完全な法的能力の享有を含む）をもつ権利保有者であり、社会に完全に参加し、国際法、地域法、国内法の下で保障されるあらゆる人権と基本的自由を享受する権利を有する存在とする、包括的な概念に基づくべきである。
13. 本条約は、高齢者の実体験に裏打ちされ、それに対応するものでなければならない。高齢者およびその代表団体による起草プロセスへの完全かつ有意義な参加と関与は高齢者の権利である。そして、本条約の正当性と有効性を確保するために、その完全かつ有意義な参加は不可欠な要素である。
14. また、条約の起草プロセスでは、国連総会の高齢化に関するオープンエンド作業部会、人権理事会、国連独立専門家、およびその他の国際的・地域的機関を通じて加盟国に提示されてきた豊富な資料を十分に活用すべきである。さらに、既存の豊富な科学的・学術的研究成果も反映されるべきである。 
15. 本条約は、エイジズム（年齢差別）―「年齢に基づく他者または自己に対する固定観念、偏見、および差別」[footnoteRef:2] と定義され、高齢者に対する差別、排除、憎悪、軽視につながるもの―が、単独で、あるいは他の態度的、環境的、社会的障壁と交差して、高齢期における多くの人権侵害の根本原因であることを認識すべきである。したがって、本条約には、あらゆる形態のエイジズムを撤廃する締約国の義務を盛り込むべきであり、内面化されたエイジズムや対人関係におけるエイジズムだけでなく、人間の経験のあらゆる領域で作用する、制度的・組織的なエイジズムも明記すべきである。制度的・組織的なエイジズムは、法律、文化的慣習、技術、市場、制度設計（例えば、アルゴリズムによる年齢バイアス、革新エコシステムからの排除など）を通じて構造的に現れる可能性があるため、条約には、あらゆる形態のエイジズムを排除する締約国の義務を盛り込むべきである。   
16. 本条約は、年齢に基づく差別やその他の高齢者の人権侵害が、平等と人間の尊厳という基本的権利の否定であることを認識すべきである。
17. 本条約は、起きている高齢者への人権侵害を防止し是正しようとする、単なる救済的なアプローチにとどまるべきではない。それは変革的な展望を持ち、高齢者がその潜在能力を十分に発揮し、生活のあらゆる側面への参加を促進できるよう、社会構造や意識に前向きな変化を求める、権利に基づく枠組みと目標を提示すべきである。 
18. 本条約は、単に既存の制度を修正するのではなく、制度そのものを再構築することを目指すべきである。それによって、より長くなった生涯にわたって社会のあらゆる側面において高齢者が自律、主体性、および参加を実現できるようにすべきである。
[bookmark: CSUBSTANTIVESCOPE]C 　実質的な範囲
[bookmark: Reaffirmation]1.	 人権および基本的自由の再確認、さらなる発展および革新
19. 新たな法的拘束力のある文書は、既存の国連人権条約および高齢者の人権に関連するその他の文書に盛り込まれている、あらゆる人権および基本的自由を基礎とすべきである。また、既存の人権文書では十分に取り上げられていないか、全く取り上げられていない権利の分野や側面も含めるべきである。
20. 高齢者に対する、長年にわたるものだけでなく、比較的最近見られる特有の、深刻化あるいは累積的な差別パターンに関わる分野に対処するためには、既存の権利に関する新たな概念、定義、解釈が必要となる可能性が高い。こうした分野には、高齢者に対する暴力、虐待、ネグレクト、搾取、そして生涯学習、人工知能、就労と経済的自立、デジタル・アクセスとインクルージョン、緩和ケアへのアクセス、気候変動、高齢者と災害、人道上の緊急事態および紛争状況などが含まれる。高齢者に特化してこれらの問題に明示的に取り組むことによって、本条約は既存の人権条約の下で提供されている保護の範囲を超えることになるだろう。
21. 本条約は、あらゆる多様性を持つ高齢者に対するすべての人権の適用を再確認するとともに、多重的、累積的あるいは交差的な差別のリスクにさらされている高齢者が、共通して、特異的に、あるいは不均衡に多く経験する状況において、こうした一般的な権利の規定をどのように適用すべきかを明記すべきである。
22. この条約は、人権と自由の一連の確認の一環として策定されるべきであり、高齢者が他の人と平等に、いかなる差別も受けずに人権と基本的自由を享受することを明記すべきである。条約における権利の確認には、保障されたその権利を促進、尊重、保護、および実現という締約国の義務の明確な記述が伴わねばならない。
[bookmark: Equality]2.	平等と無差別 　―エイジズムおよび年齢による差別の禁止と防止 ―実質的および変革的な平等
23. 本条約には、他の人権の保障に加え、年齢（他の個人または集団の特性と組み合わされた場合を含む）に基づく平等および無差別の一般的な保障を含めるべきである。条約には、高齢者に対するエイジズムおよび年齢による差別の定義を盛り込むべきである。そこでは、平等と無差別に関する既存の国際的基準を活用し、さらに発展させるべきである。そこには国連の中核的な人権条約とその下での実践を通じて形成されてきた基準が含まれる。さらに、高齢者および高齢化に関して、こうした基準が一貫して適用されてこなかった点や、概念的・規範的に未発達なままである点についても対処すべきである。
24. したがって、この条約における年齢に基づく平等および無差別の保障は、実質的かつ変革的な平等の概念を具体化するものでなければならない[footnoteRef:3] 。 [3:  	例えば、一時的特別措置に関する一般的勧告第25号（、2004年）における女性差別撤廃委員会によるこれらの概念に関する議論、平等と無差別に関する一般的意見第6号（CRPD/C/GC/6、2018年）における障害者権利委員会による議論、 経済的、社会的及び文化的権利委員会による一般的意見第20号（経済的、社会的及び文化的権利における無差別（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第2条第2項）、E/C.12/GC/20（2009年））。] 

25. また、本条約は、例えば高齢女性、障害のある高齢者、先住民族の高齢者（その他多数）に対する差別を含む、交差的、複合的、累積的な差別が、年齢による差別の禁止の対象となることを明確に認めるべきである。 
26. また、年齢による差別の定義には、高齢者に対する合理的配慮や調整の拒否も含めるべきである。この概念は、アクセスや雇用といったごく一部の権利に限定されることなく、条約上のすべての権利に適用されるべきである。 
27. この条約には、公的・私的主体によるエイジズムやその他の形態の年齢による差別を禁止し、防止する明確な義務が盛り込まれるべきである。
[bookmark: Consistency]3.	既存の人権条約との整合性
28. 本条約は、高齢者の人権と整合する既存の国際人権法による保障を基盤とし、それを拡大・強化するものであるべきである。また、他の国連条約の下で保障されている人権の保護水準を低下させる例外、制限、または制約を認める規定を含めるべきではない。 
29. 起草過程においては、関連する地域条約や拘束力のない規範的声明、実践を適切に考慮し、そうした文書が果たす役割を認識するとともに、普遍的な人権文書としての条約があらゆる地域および文化のニーズに応えるものであることの必要性についても考慮すべきである。また、こうした様々な文書や枠組みが存在するにもかかわらず、高齢者が社会の対等な一員として参加する上で障壁に直面し続け、世界中のあらゆる地域で人権侵害を受けているという事実も認識すべきである。したがって、本条約は、高齢者の人権の完全かつ平等な享受を制約してきた既存の制限、例外、または偏見が、その規定に引き継がれたり再現されたりしないことを確保すべきである。むしろ、高齢期における人権の完全かつ平等な実現を歴史的に制限してきた欠落や不備を是正しなければならない。
[bookmark: Applicability]4.    国家および民間・非国家主体の行為への適用 
30. 本条約は、高齢者の権利を侵害しない国家および公的機関の義務、ならびにそれらの権利を実現する国家の積極的義務を明確に規定すべきである。
31. また、条約は、締約国が、民間主体が高齢者の人権を侵害しないことを確保するために必要なあらゆる措置を講じ、この点に関する積極的義務を履行するという締約国の義務も明確に規定すべきである。 
[bookmark: Remedy]5.	 救済を受ける権利の明示
32. 本条約は、国家・公的機関または民間主体による、本条約に規定された権利および自由の侵害に対して、国内法に基づく救済を受ける権利を含め、司法へのアクセス権を明確に保障すべきである。救済措置は、障害のある高齢者、識字能力の低い高齢者、デジタル技術へのアクセスが限られている高齢者、あるいはアクセスにその他の障壁がある高齢者を含め、すべての高齢者が利用できるようにしなければならない。
D. 条約の構成
33. 前述の通り、新たな条約は、既存のあらゆる人権および基本的自由を保障し、高齢者が直面する状況に応じて適用されること確保する包括的な文書であるべきである。条約には、人権と基本的自由の完全な目録に加え、個々の権利に共通して適用される無差別を含む一般的義務も含まれるべきである。 
34. 異なる種類の権利を厳格に区別することは適切ではないかもしれない。目標は、高齢者の状況に効果的かつ的を絞った形で対応するように、権利の保障を策定することである。 
35. 提案される条約の構成は、以下の通りである：
· 前文
· 目的、範囲、概念および定義 
· 条約の基礎となる一般原則
· 条約全体に適用される締約国の一般的義務
· 条約に盛り込むべき具体的な人権 
· 実施、監視、データ収集、および説明責任のメカニズム
· 形式的および事務的事項
[bookmark: Preamble]1.	前文 　―条約の背景と根拠を示す
36. 本条約は、前文で、新たな条約を必要とするに至った、高齢者に対する差別および排除に関する歴史的および現在の社会的慣行を明確に述べるべきである。特に、エイジズム（年齢差別）は文化や国境を越えて広範に見られる現象であり、高齢者の人権および基本的自由の享受を直接的・間接的に制限するものであること、また、高齢者への差別やその他の人権侵害の根底には、しばしばエイジズムの固定観念や態度が存在することを明記すべきである。 
37. また、前文では、人々の寿命の延長およびそれに関連する大きな人口動態の変化が、私たちの社会や人生の歩み、世代間の関係を変革したことを記述すべきである。国際人権法は、こうした現実にまだ十分に対応・適応できていない。新たな条約は、普遍的な人権が、高齢化という文脈において、個人、コミュニティ、そして社会全体の利益のために効果的に適用される機会を提供する。またそれは、変化し続ける高齢化という人類の経験に積極的に対応する機会を提供する。本条約は、十分な柔軟性を備えて策定されるべきである。それは、各国が変化する高齢化の状況に対応し、高齢者の人権の促進と保護に関して将来生じうる課題に対処するためである。
38. 前文（およびその他の規定）は、高齢者の多様性に言及すべきである。また、交差的差別（複合的かつ累積的な形態の差別を含む）を理解することの重要性に言及すべきである。それは、個人の経験が、高齢であることだけでなく、人種、民族、ジェンダー、障害、社会経済的状況、地理的孤立や不利な立場、その他の関連する地位、さらには生涯にわたる不利な状況の蓄積といった他の特性も反映しているからである。
39. また、前文においては、高齢化および高齢者に関する言説や社会的構築物を肯定的なものに変革するための新たな条約の重要な役割についても言及すべきである。 
[bookmark: Underlyingprinciples]2.	基本原則の表明
40. 政府間作業部会は、条約の冒頭部分の条項にいくつかの一般原則を盛り込むことを検討すべきである。これらは、条約の根底にある価値観を明確かつ簡潔に述べるとともに、条約のその後のすべての条項に貫かれる解釈上の指針を提供する役割を果たす[footnoteRef:4]。これらは、以下の原則を含めるべきであるが、決してこれらに限定されるものではなく、高齢者が直面する状況に特に関連するさらなる原則によって補完されるべきである：  [4:  例えば、障害のある人の権利条約： 
第3条 - 一般原則
この条約の原則は、次のとおりとする。
固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む）及び個人の自立の尊重；
無差別；
社会への完全かつ効果的な参加および包摂；
差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害のある人の受け入れ；
機会の均等；
アクセシビリティ；
男女の平等；
障害のある子どもの発達する能力の尊重、及び障害のある子どもが自らのアイデンティティを保持する権利の尊重。

参照：米州高齢者権利保護条約第3条：
本条約に適用される一般原則は、
a) 高齢者の人権および基本的自由の促進ならびに擁護 
b) 高齢者とその社会的役割、発展への貢献を認識すること 
c) 高齢者の尊厳、独立、積極性、および自律 
d) 平等と非差別 
e) 社会への参加、統合、および完全かつ実効的な包摂 
f) 良好な状態（ウェルビーイング）とケア 
g) 身体的、経済的、および社会的な安全 
h) 自己実現 
i) ジェンダーの公平性と平等、およびライフコース・アプローチ 
j) 連帯と家族や地域社会の保護の強化
k) 適切な対応と優先的なケア 
l) 高齢者の権利を効果的に享受するための専門分化された対応 
m) 文化的多様性の尊重および理解
n) 実効性ある司法上の保護 
o) 国内法に従い、高齢者の社会への積極的、全面的かつ実り多い社会的包摂、ならびに高齢者のケアおよび援助における、国家の責任および家族や地域社会の参加。] 

· 無差別
· 平等（ジェンダー平等を含む） 
· 固有の尊厳、自己決定の自由を含む個人の自律、および個人の独立の尊重
· 社会への完全かつ有意義で平等な参加と包摂
· アクセシビリティ
· 既存の人権基準に合致すること。
[bookmark: Generalobligations]  3.	   一般的義務
41. 本条約は、条約内の各条項に関連して、締約国が負う一般的な人権上の義務を明文化すべきである。これには以下が含まれるが、それに限定されない：     
•	条約で認められた権利を実施するために、あらゆる適切な立法的、行政的およびその他の措置を講じること。
· 法律上および実務上の平等を確保するための具体的な措置を講じること。
· 関連するすべての政策およびプログラムにおいて、高齢者の人権の保護と促進を保障すること。
•	条約上の権利と矛盾するいかなる行為または慣行も行わないこと。
•	いかなる個人、組織、または民間団体によるものであれ、年齢のみを理由とするか、あるいは他の要因と組み合わせて行われるかに関わらず、高齢者に対する年齢に基づく差別を撤廃するために、あらゆる適切な措置を講じること。 
· 年齢に基づく差別を構成する既存の法律、規則、慣習および実務を改正または廃止するため、立法を含むあらゆる適切な措置を講じること。
•	高齢化および高齢者に特に影響を及ぼす問題に関する研究を実施または促進し、およびデータが収集、分類、分析、活用されることを確保する（年齢上限を設けず全年齢層で分類し、性・ジェンダーおよびその他の関連する区分で分類する。） こと。     
•	高齢者が自身の権利、および給付や資源の受給資格について、アクセスしやすい適切な情報を得られるようにすること。
•	高齢者が社会および意思決定プロセスに完全かつ効果的に参加できるよう、あらゆる適切な措置を講じること。本条約を実施するための法令および政策の策定・実施（国内および国際的な実施状況の監視を含む）ならびに高齢者に関連する問題に関するその他の意思決定プロセスにおいて、締約国は、高齢者およびその代表組織と緊密に協議し、これらを積極的に関与させること。
•	エイジズムと闘い、世代間の連帯と協力および高齢化に対する肯定的なイメージを促進し、高齢者が尊厳と敬意をもって扱われるよう奨励するため、意識向上キャンペーンを含む政策を策定し、あらゆる適切な措置を講じること。
[bookmark: EMONITORING]E .	 監視および実施手続
42. 条約の起草は、すでに知られている既存の手続きに加え、革新的な監視および実施手続きを検討する機会を提供する。そのような手続には、締約国による条約の実施状況を定期的に監視するための、義務的な独立した専門家による国際的手続（通報、報告、および調査手続きを含む）が含まれる可能性がある。これらの手続きは、高齢者およびその代表組織ならびに国内人権機関が、その手続に十分かつ有意義に参加できることを規定すべきである。 

43. また、本条約は、市民社会組織（特に高齢者の代表組織）および国内人権機関が条約の実施を促進し監視する役割を規定するとともに、その監視および実施における行政府、国会、地方自治体、司法機関、および市民社会団体の役割についても言及すべきである。本条約の策定は、監視および実施手続に関連して、さらなる革新的な措置を検討し実施するための機会を提供するものである。

[bookmark: FDRAFTINGHISTORY]F.	条約の起草経緯の記録
44.  条約の起草経緯（「準備作業」（traux préparatoires））は、条約が採択され発効した後、その解釈および適用において重要な役割を果たすことがある。1969年の「条約法に関するウィーン条約」第31条および第32条[footnoteRef:5]、特に第32条に規定される国際条約の解釈に適用される規則の下で、準備作業は条約の規定を解釈するための補足的な手段としての役割を果たすことができる。国連の公式の集成や学術的論文に保存・収集されている既存の人権条約の準備作業は、条約体自体、締約国（政府、裁判所、国会）、国際裁判所、法廷、委員会、弁護士、学者などによって、これらの条約を解釈するためにしばしば参照されてきた。   [5:  	https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf ] 

45. 政府間作業部会で行われる議論を、国連の公式文書として発行される公式要約や要約記録という形で、権威のある記録として残すことが重要である[footnoteRef:6] 。また、会議資料も収集し、作業部会の作業完了後も保存され、引き続き参照可能なウェブサイト上で公開すべきである[footnoteRef:7] 。さらに、作業部会の会議の音声記録を一般に公開することも有用である。会議が国連ウェブTV（UNTV）でライブ配信されれば視聴可能になることは理解しているが、これらの録画はUNTVのウェブサイトにのみ保存するのではなく、他の作業部会資料と共に特定のウェブサイトにまとめることを推奨する。アクセシブルかつ完全な文書記録を作成するプロセスを円滑にするためにAIを活用する可能性については、まだ検討されていないのであれば、検討すべきである。 [6:  	国連総会高齢化に関するオープンエンド作業部会のウェブサイトおよび文書の全文を一般に公開し続けることは、条約の起草過程およびその制定後の解釈においても重要である。]  [7:  	例えば、国連経済社会局のウェブサイト（www.un.org/development/desa/disabilities/resources/ad-hoc-committee-on-a-comprehensive-and-integral-international-convention-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-and-dignity-of-persons-with-disabilities.html ）に現在も掲載されている、障害者権利条約の交渉に関する公式文書、非公式文書及びNGOによる要約の組み合わせを参照のこと。] 


*****
(翻訳・佐藤久夫、高田清恵)
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